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夏
休
み
中
の
人
気
講

座
『
親
子
陶
芸
教
室
』

が
、
７
月
と
８
月
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
40
組

の
親
子
が
型
づ
く
り
と

絵
付
け
を
体
験
し
、
思

い
思
い
の
作
品
を
創
り

ま
し
た
。
本
焼
き
し
た

ら
ど
ん
な
作
品
に
な
る

の
か
、
楽
し
み
で
す
。

　

豊
田
地
区
、
天
神
地

区
、
豊
田
一
色
地
区
で

７
月
26
日
（土）
、
27
日
（日）
、

石
取
祭
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

開
催
さ
れ
た
２
日
間

は
、
時
折
に
わ
か
雨
が

降
る
天
気
で
、
蒸
し
暑

い
中
、
は
っ
ぴ
姿
の
青

年
や
、
子
ど
も
た
ち
が

太
鼓
の
音
色
を
響
か
せ

ま
し
た
。

　

今
年
も
７
月
28
日
（月）
か
ら
５
日

間
に
わ
た
っ
て
、
水
泳
教
室
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
は
少
し
し

か
泳
げ
な
か
っ
た
子
ど
も
達
が
、

最
終
日
に
は
た
く
さ
ん
泳
げ
る
よ

う
に
な
り
、
泳
ぐ
楽
し
さ
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

７
月
19
日
（土）
、
亀
須
・
当
新
田

地
区
で
虫
送
り
行
事
「
稲
熱
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
行
事
は
、
松
明
を
持
ち
、

太
鼓
車
を
ひ
い
て
地
区
内
を
練
り

歩
く
も
の
で
、
稲
の
病
を
防
ぎ
、

豊
作
を
祈
願
す
る
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

松明を持って地区内を練り
歩きます（＝当新田地区）

富
洲
原
駅
前
で
、豊
田
地
区

と
天
神
地
区
の
山
車
が
合
流

太鼓を叩く真剣な眼差し！
（＝豊田一色地区）

陶芸に挑戦！

保
険
料
は
遅
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
!

国
民

年
金

★
国
民
年
金
は
、
老
後
や
も
し
も
の
時
に
あ
な
た
の
大

き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
未
納
が
続
く
と
老

後
に
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ば
か
り

か
、
納
付
が
遅
れ
る
こ
と
で
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
は
遅
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

未納のままにせず、必ず市町の
　　　　　　国民年金窓口で手続きを!

　経済的な理由などで、保
険料を納めるのが難しいと
きに利用できる制度で、申
請が承認されると保険料納
付の全額または一部（4分の
3、2分の1、4分の1）が免
除されます。
　保険料免除は、本人と配
偶者、世帯主の前年所得が
一定額以下であれば承認さ
れます。

納付が困難なときは

保険料免除制度
　本人が30歳未満であると
きに限って利用できる制度
で、申請が承認されると保
険料の全額について納付が
猶予されます。
　納付猶予は、本人と配偶
者の前年所得が一定額以下
であれば、世帯主の前年所
得にかかわらず承認されま
す。

30歳未満の方は

若年者納付猶予制度
　本人が学生であるときに
限って利用できる制度で、
申請が承認されると保険料
の全額について納付が猶予
されます。
　学生納付特例は、本人の
前年所得が一定額以下であ
れば、配偶者や世帯主の前
年所得にかかわらず承認さ
れます。

学 生 の 方 は

学生納付特例制度

１
、
保
険
料
免
除
な
ど
承
認
期
間
中

の
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
生
じ
た
場
合
で
も
、
一
定

の
基
準
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
、
老
齢
年
金
の
受
給
に
は
原
則
25

年
以
上
の
保
険
料
納
付
期
間
（
受

給
資
格
期
間
）
が
必
要
で
す
が
、

保
険
料
免
除
な
ど
の
期
間
は
、
こ

の
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

【
保
険
料
免
除
な
ど
が
承
認
さ
れ

た
期
間
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
納
付
（
追
納
）

し
て
満
額
の
年
金
に
近
づ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
】

３
、
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
に

つ
い
て
、
電
話
や
、
訪
問
等
に
よ

る
納
付
案
内
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
保
険
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

大
切
な
年
金
記
録
を
お
届
け
し
ま
す
。

住
所
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
か
?

　

約
5
0
0
0
万
件
の
未
統
合
記
録

と
基
礎
年
金
番
号
で
管
理
さ
れ
て
い

る
記
録
と
の
名
寄
せ
（
氏
名
、
性
別

及
び
生
年
月
日
の
突
合
せ
）
等
を
行

い
、
そ
の
結
果
、
記
録
同
士
が
結
び

つ
く
と
思
わ
れ
る
方
々
に
つ
い
て
は
、

平
成
19
年
12
月
以
降
、
順
次
、
加
入

期
間
及
び
加
入
履
歴
を
記
録
し
た
「
ね

ん
き
ん
特
別
便
」
を
送
付
し
て
い
ま

す
。

　

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
は
、
現
在
、

社
会
保
険
庁
で
管
理
し
て
い
る
記
録

に
基
づ
い
て
作
成
い
た
し
ま
す
。

　

社
会
保
険
庁
に
お
届
け
い
た
だ
い

て
い
る
住
所
が
現
住
所
と
違
っ
て
い

る
方
の
お
手
元
に
は
「
ね
ん
き
ん
特

別
便
」
を
お
届
け
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　

四
日
市
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　

℡
３
５
３
・
５
５
１
３

　

町
民
環
境
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
５

現在の住所に変わった届出がされていない場合は
　ご住所の訂正(変更）は、ご自身による手続きが必要となりますので、お手数で

すが下記のいずれかの窓口へお申し出をお願いいたします。

◎国民年金に加入している方は、市区町村役場の国民年金担当窓口へ

◎厚生年金に加入している方やその配偶者の方（※）は、お勤めの会社などへ

◎年金を受給されている方は、最寄の社会保険事務所へ

　※会社員や公務員の被扶養配偶者の方

　台風や強風の後など、切れた電線には絶対に触ら
ないでください。
　切れた電線や強風によるビニールの巻き付き等を
発見されましたら、下記連絡先までご通報をお願い
いたします。
　また、湿度の高い状態の時には、鉄塔付近や電柱
から「ジィー」という音と光が出ることがありますが、
これによる危険はありません。
　これは、強風により運ばれてきた海水の塩分が鉄
塔や電柱のガイシに付着して発生する
もので、雨に洗い流されることによ
り音や光は自然になくなります。
問い合わせ先
　■鉄塔関係　中部電力㈱　桑名電力所
　　℡０５９４・２３・８１３４
　■電柱関係　中部電力㈱　桑名営業所
　　℡０５９４・２２・１５１０

切れた電線は

とても危険です！

電
線
に
注
意

ジィ～

国民年金保険料の納付が困難なときは、

※手続きは毎年必要です。

保
険
料
免
除
な
ど
が

承
認
さ
れ
た
期
間
は
…


